秘密保持契約書（NDA）
甲と乙とは、甲乙間の取引の検討又は遂行（以下「本目的」という。）に際し、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり契約を締結する。
第1条（秘密情報の定義）
1. 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙（以下、開示する側を「開示者」、受領する側を「受領者」という。）が相手方に開示する、書面、口頭、電子データその他媒体の如何を問わず、 技術上、営業上その他事業に関する一切の情報をいう。
2. ただし、以下の情報は秘密情報に含まない。
① 開示時点で既に公知であった情報
② 開示後、受領者の責によらず公知となった情報
③ 開示前から受領者が適法に保有していた情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
⑤ 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
第2条（秘密保持義務）
1. 受領者は、秘密情報を厳重に管理し、本目的以外に使用してはならない。
2. 受領者は、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
3. 受領者は、秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員並びに弁護士、税理士等の法的義務として守秘義務を負う外部専門家に限り、本目的のために必要な範囲で開示できる。【追記：専門家への相談を可能に】
4. 受領者は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を生成AI（人工知能）に入力、学習、又は利用させてはならない。
第3条（複製の制限）
1.  受領者は、本目的に必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。なお、複製物についても本契約における秘密情報として取り扱う。
第4条（返還及び廃棄）
1． 開示者が求めたとき又は本契約が終了したときは、受領者は開示者の指示に従い、秘密情報（複製物を含む）を速やかに返還又は廃棄する。なお、開示者が求めた場合、受領者は廃棄を証明する書面を提出するものとする。
第5条（法令に基づく開示）
1．法令又は裁判所、行政機関の命令により開示が義務づけられた場合は、事前に開示者に通知（時間的猶予がない場合は事後速やかに通知）のうえ、必要最小限の範囲で開示できる。
第6条（有効期間）
1. 本契約の有効期間は、締結日から○年間 とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、いずれの当事者からも書面による更新拒絶の通知がない限り、本契約は同一条件で○自動更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 第2条（秘密保持義務）の規定は、本契約終了後も○年間 存続する。
第7条（損害賠償）
1. 甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた合理的な範囲の弁護士費用を含む一切の損害を賠償する責を負う。
第8条（合意管轄）
1. 本契約に関する紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条（協議）
1. 本契約に定めのない事項については甲乙誠意をもって協議し解決する。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するか、又は電子契約サービスを利用して本契約を締結し、各自その電子データを保管する。
【甲】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
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